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(57)【要約】
【課題】患者毎に適した医療サービスを提供することを
支援可能な検出装置および見守りシステムを提供する。
【解決手段】使用者Ｕが携帯可能な検出装置１０であっ
て、使用者に携帯された状態で生体信号を計測すること
が可能な計測部２１と、生体信号を解析する解析部２２
と、解析部２２を動作させるための解析モードが記憶さ
れた記憶部２４と、解析部２２で処理した解析結果を、
使用者Ｕの周囲の通信装置３０に向けて送信する送信部
２３と、を備え、解析部２２で動作させる解析モードは
、疾患の重症度別に予め設定された複数の解析モードか
ら設定可能である。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が携帯可能な検出装置であって、
　使用者に携帯された状態で当該使用者の生体信号を計測することが可能な計測部と、
　前記生体信号を解析する解析部と、
　前記解析部を動作させるための解析モードが記憶された記憶部と、
　前記解析部で処理した解析結果を、使用者の周囲の通信装置に向けて送信する送信部と
、
を備え、
　前記解析部で動作させる前記解析モードは、疾患の重症度別に予め設定された複数の解
析モードから設定可能である、
　検出装置。
【請求項２】
　前記計測部は、使用者の体表面に貼り付けられた状態で生体信号を計測することが可能
である、
　請求項１に記載の検出装置。
【請求項３】
　前記記憶部には、疾患の重症度別に予め設定された前記複数の解析モードが記憶されて
おり、
　予め設定された変更条件に基づいて、前記解析部で動作する解析モードが再設定される
、
　請求項１または請求項２に記載の検出装置。
【請求項４】
　さらに、
　時間を計測するタイマー部を備え、
　前記変更条件は、前記タイマー部が計測した時間を利用している、
　請求項３に記載の検出装置。
【請求項５】
　前記変更条件は、検出装置の位置情報を利用している、
　請求項３または請求項４に記載の検出装置。
【請求項６】
　前記変更条件は、前記生体信号の解析結果を利用している、
　請求項３から請求項５のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項７】
　さらに、使用者の衣服内の環境温度を計測可能な温度センサを備え、
　前記変更条件は、前記環境温度を利用している、
　請求項３から請求項６のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項８】
　さらに、使用者の人体活動を計測可能な活動センサを備え、
　前記変更条件は、前記人体活動を利用している、
　請求項３から請求項７のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項９】
　さらに、複数の解析モードから所望の解析モードを設定可能な操作部を備える、
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項１０】
　前記生体信号は、心電図であり、
　前記解析部で動作させる前記解析モードは、心疾患の重症度別に予め設定された複数の
解析モードから設定可能である、
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項１１】
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　前記複数の解析モードは、前記心電図内に心室細動または心房細動を示す異常波形が含
まれていないか否かを解析する解析モードを含む、
　請求項１０に記載の検出装置。
【請求項１２】
　前記検出装置は、前記通信装置に対して、短距離の無線通信方法と長距離型の無線通信
方法との少なくとも一方を用いて通信可能であり、
　前記検出装置は、短距離の無線通信方法を用いて前記通信装置と通信できない状態にな
った場合、無線通信方法を、短距離の無線通信方法から長距離型の無線通信方法に切り替
えることが可能に構成されている、
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項１３】
　前記検出装置は、前記通信装置に対して、短距離の無線通信方法と長距離型の無線通信
方法との少なくとも一方を用いて通信可能であり、
　前記検出装置は、前記解析部の解析結果に応じて、無線通信方法を切り替えることが可
能に構成されている、
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の検出装置。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の複数の検出装置と、
　前記検出装置と通信可能な複数の通信装置と、
　前記複数の通信装置と通信可能な集中管理装置と、
を備え、
　前記集中管理装置は、前記通信装置を経由して送信された複数の前記解析結果が一覧的
に表示される表示部を備える、
　見守りシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出装置および当該検出装置を備える見守りシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　不整脈に起因する心臓発作の救命率は未だに低いのが現状である。心臓発作の懸念があ
る者をモニタリングするシステムとしては、例えば、医用テレメータシステムがある（特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－７８９７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、心臓疾患を有する患者の重症度は様々であり、また患者の容態も刻々と
変化し得る。このため、患者毎に適した医療サービスを提供することに対するニーズが高
まっている。
【０００５】
　本発明は、患者毎に適した医療サービスを提供することを支援可能な検出装置および見
守りシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の検出装置は、
　使用者の体表面に貼り付けた状態で携帯可能な検出装置であって、
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　前記体表面に貼り付けられた状態で生体信号を計測することが可能な計測部と、
　前記生体信号を解析する解析部と、
　前記解析部を動作させるための解析モードが記憶された記憶部と、
　前記解析部で処理した解析結果を、使用者の周囲の通信装置に向けて送信する送信部と
、
を備え、
　前記解析部で動作させる前記解析モードは、疾患の重症度別に予め設定された複数の解
析モードから設定可能である。
【０００７】
　上記構成によれば、解析部で動作させる解析モードを、疾患の重症度別に予め設定され
た複数の解析モードから選択して設定することが可能である。このため、医療従事者は、
使用者（例えば患者）の体表面に検出装置を貼り付ける際に、使用者の疾患の重症度に応
じて、解析部で動作させる解析モードを選択することができる。医療従事者は、例えば、
比較的に重症度が低い使用者に対しては解析項目の少ない解析モードを選択したり、比較
的に重症度が高い患者に対しては解析項目の多い解析モードを選択することができる。
　このように、上記構成によれば、患者毎に適した医療サービスを提供することを支援す
ることができる。
【０００８】
　また、本発明の見守りシステムは、
　上記のいずれかの複数の検出装置と、
　前記検出装置と通信可能な複数の通信装置と、
　前記複数の通信装置と通信可能な集中管理装置と、
を備え、
　前記集中管理装置は、前記通信装置を経由して送信された複数の前記解析結果が一覧的
に表示される表示部を備える。
【０００９】
　上記構成によれば、病棟内で、患者毎に適した医療サービスを提供することを支援する
ことができるとともに、例えば心疾患の患者が複数入院する病棟内での見守りの機能を高
め、医療従事者の負荷を軽減することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、患者毎に適した医療サービスを提供することを支援可能な検出装置お
よび見守りシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る見守りシステムが適用された病棟の概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る見守りシステムが適用された病室の概略構成図である。
【図３】本実施形態に係る検出装置が装着された使用者を示す図である。
【図４】検出装置の外観を示す斜視図である。
【図５】検出装置の本体部の機能ブロック図である。
【図６】集中管理装置の機能ブロック図である。
【図７】（ａ）は心室細動時の心電図の一例であり、（ｂ）は心房細動時の心電図の一例
である。
【図８】集中管理装置の表示部における表示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本実施形態の一例について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１及び図２に示すように、本発明の見守りシステムが適用される病棟１は、複数の病
室２を有している。これらの病室２には、それぞれ複数のベッド３が設置されている。各
病室２は、主に、心臓疾患を有する患者が入院する病室であり、各ベッド３に患者が割り
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当てられている。各患者には、検出装置１０（図３参照）が装着されている。なお、図２
では、８床のベッド３に検出装置１０の使用者Ｕである患者がそれぞれ割り当てられ、一
人の使用者Ｕが病室２から外へ出歩いている様子を示している。
【００１３】
　病棟１は、集中管理装置４０を備えている。集中管理装置４０は、例えば、医療従事者
が待機するナースステーションに設置される。また、各病室２には、通信装置３０が設け
られている。通信装置３０は、検出装置１０の使用者Ｕの周囲に配置されており、集中管
理装置４０は、通信装置３０を介して、各病室２の使用者Ｕに装着された検出装置１０と
通信可能とされている。
【００１４】
　検出装置１０は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）やＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の短距離型の無線通信の技術により、通信装置３０と通
信可能である。通信装置３０は、インターネット等のネットワークを介して、集中管理装
置４０と通信可能である。
【００１５】
　図３に示すように、検出装置１０は、患者からなる使用者Ｕの胸に装着されている。図
４に示すように、検出装置１０は、本体部１１と、シート部１８と、を備えている。シー
ト部１８は、例えば長尺状の薄型のシートであり、第一面Ｓ１と、第一面Ｓ１とは反対側
の第二面Ｓ２とを有している。第一面Ｓ１には本体部１１が固定されていて、第一面Ｓ１
とは反対側の第二面Ｓ２には、本体部１１と連携して計測部として機能することが可能な
一対の電極１２が固定されている。第二面Ｓ２は、使用者Ｕの体表面に直接貼り付けられ
る部位であり、第二面Ｓ２の最表面は、粘着性のある材料で形成されている。一対の電極
１２は、第二面Ｓ２が使用者Ｕの体表面に貼り付けられた状態において、その使用者Ｕの
心電図を計測することが可能なセンサ素子として機能するものであり、本体部１１と電気
的に接続されている。
【００１６】
　図５に示すように、検出装置１０の本体部１１は、計測部２１と、解析部２２と、送信
部２３と、記憶部２４と、操作部２５と、電源部２６と、を備えている。本体部１１は、
例えば、心電図解析専用の半導体チップで構成されている。
【００１７】
　計測部２１は、電極１２から送られてきた信号を受信する。計測部２１は、検出装置１
０が使用者Ｕの体表面に貼り付けられた状態で、電極１２からの信号から使用者Ｕの生体
信号である心拍数及び心電図を計測することが可能である。計測部２１は、解析部２２と
接続されており、計測した使用者Ｕの心拍数及び心電図を解析部２２へと送信することが
可能である。本例では、使用者に携帯された状態で当該使用者の生体信号を計測すること
が可能な構成の一例として上記の計測部２１を説明しているが、この例に限られない。例
えば、ペンダント、ネックレス、腕時計など、使用者の体表面に貼り付けられない状態で
携帯されるタイプの構成であっても良い。
【００１８】
　解析部２２は、予め設定された解析モードによって計測部２１から送信された使用者Ｕ
の心拍数及び心電図を解析する。解析部２２は、解析の結果である検出信号を生成する。
生成された検出信号は、送信部２３に向けて送信される。
【００１９】
　解析部２２で動作させる解析モードは、疾患の重症度別に予め設定された複数の解析モ
ードから設定可能である。解析部２２で動作させる解析モードは、予め設定された変更条
件に基づいて再設定される。
【００２０】
　送信部２３は、例えば、ＮＦＣやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の短距離型の無線
通信の技術により、通信装置３０に向けて検出信号を送信可能である。検出信号は、通信
装置３０を介して集中管理装置４０へ送信される。また、送信部２３は、短距離型の無線
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通信方法（手段）に加えて、例えば920MHzの周波数を使用して、数キロ先まで通信電波を
飛ばせる長距離型の無線通信方法（手段）を有していても良い。
【００２１】
　記憶部２４は、解析部２２と接続されている。記憶部２４は、心疾患である使用者Ｕの
重症度別に予め設定された複数の解析モードを記憶している。解析部２２では、記憶部２
４に記憶された複数の解析モードのうちの選択された解析モードが設定され、その解析モ
ードで解析を行う。また、記憶部２４は、解析部２２における解析に用いられる判別アル
ゴリズムなどを記憶している。
【００２２】
　操作部２５は、例えば、切り替えスイッチからなるもので、この操作部２５を操作する
ことで、解析部２２における解析モードを、複数の解析モードから選択して所望の解析モ
ードに設定することが可能である。
【００２３】
　電源部２６は、本体部１１内の各部と接続されており、動作に必要な電力を供給する。
【００２４】
　また、検出装置１０の本体部１１は、時間を計測するタイマー部３１と、使用者Ｕの位
置を検出する位置情報部３２と、使用者Ｕの衣服内の環境温度を計測可能な温度センサ３
３と、使用者Ｕの人体活動を計測可能な活動センサ３４と、を備えている。検出装置１０
からは、解析部２２での解析結果である検出信号とともに、タイマー部３１、位置情報部
３２、温度センサ３３及び活動センサ３４の各信号も送信部２３から通信装置３０を介し
て集中管理装置４０へ送信される。なお、活動センサ３４としては、例えば、加速度セン
サや呼吸センサ等がある。
【００２５】
　図６に示すように、集中管理装置４０は、受信部４１と、制御部４２と、表示部４４と
、操作部４５と、アラーム部４６と、電源部４７と、記憶部４８と、を備えている。集中
管理装置４０は、例えば、パーソナルコンピュータ等の端末装置である。
【００２６】
　受信部４１は、制御部４２と接続されており、検出装置１０の送信部２３から通信装置
３０を介して無線通信で送信されてきた検出信号を受信して、制御部４２へと送信するこ
とが可能である。
【００２７】
　制御部４２は、集中管理装置４０の各部と接続されており、各部の動作を制御する。ま
た、制御部４２は、検出装置１０からの検出信号に基づいて、各種の解析を行う。
【００２８】
　表示部４４は、例えば、液晶ディスプレイで構成されており、制御部４２や記憶部４８
と接続されている。表示部４４は、使用者Ｕの心疾患に関する複数の解析結果の一覧的な
表示や各種のメッセージを含むアラーム画面を表示可能である。
【００２９】
　操作部４５は、制御部４２と接続されており、例えば、キーボードやマウス等で構成さ
れている。操作部４５は、例えば、集中管理装置４０が有するアプリケーションを起動さ
せるための操作が可能である。
【００３０】
　アラーム部４６は、制御部４２や記憶部４８と接続されており、アラーム音や音声メッ
セージを出力することが可能なスピーカとして機能するものである。アラーム部４６は、
例えば、検出信号を受信した制御部４２からの命令に従って、アラーム音や音声メッセー
ジを出力する。
【００３１】
　電源部４７は、集中管理装置４０の本体内の各部と接続されており、各部の動作に必要
な電力を供給する。
【００３２】
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　記憶部４８は、制御部４２、表示部４４、操作部４５およびアラーム部４６と接続され
ており、各機能を実行するためのアプリケーション、アラーム音、音声メッセージなどを
記憶している。
【００３３】
　次に、本実施形態に係る見守りシステムの適用例について説明する。
　本実施形態に係る見守りシステムを病棟１に適用する場合、使用者Ｕである各患者に検
出装置１０を装着させる。このとき、検出装置１０では、装着する使用者Ｕの心疾患の重
症度に応じて解析部２２における解析モードが設定される。この設定の操作は、ユーザが
検出装置１０の操作部２５を介して行っても良い。または、初期設定で例えば心疾患が軽
度な患者用の解析モードが検出装置１０に登録されていて、必要に応じて、その初期設定
の解析モードを操作部１０を介して切り替える構成であっても良い。また、検出装置１０
を他のコンピュータに接続して、そのコンピュータから検出装置１０の解析モードを設定
する構成であっても良い。
【００３４】
　解析モードとしては、例えば、第一解析モードＭ１、第二解析モードＭ２及び第三解析
モードＭ３がある。これらの解析モードは、使用者Ｕの心疾患の重症度別に予め設定され
ている。第一解析モードＭ１は、心疾患が軽度の場合に設定され、第二解析モードＭ２は
、心疾患が中度の場合に設定され、第三解析モードＭ３は、心疾患が重度の場合に設定さ
れる。
【００３５】
　つまり、心疾患が軽度の使用者Ｕに装着する検出装置１０は、解析部２２の解析モード
が、軽度の解析モードである第一解析モードＭ１に予め設定される。また、心疾患が中度
の使用者Ｕに装着する検出装置１０は、解析部２２の解析モードが、中度の解析モードで
ある第二解析モードＭ２に予め設定される。さらに、心疾患が重度の使用者Ｕに装着する
検出装置１０は、解析部２２の解析モードが、重度の解析モードである第三解析モードＭ
３に予め設定される。
【００３６】
　以下に各解析モードにおける検出装置１０での動作例を示す。
【００３７】
（１）第一解析モードＭ１
（解析内容）
　心拍数及び心電図の計測
　心拍数が予め設定された閾値の範囲から外れたか否かの閾値判定
（送信内容）
　心拍数、心電図及び心拍数の閾値判定結果を１０分毎に送信
【００３８】
（２）第二解析モードＭ２
（解析内容）
　心拍数及び心電図の計測
　心電図に基づく不整脈判定
（送信内容）
　心拍数、心電図及び不整脈判定結果を１分毎に送信
【００３９】
（３）第三解析モードＭ３
（解析内容）
　心拍数及び心電図の計測
　心電図に基づく不整脈判定
（送信内容）
　心拍数、心電図及び不整脈判定結果を常時送信
【００４０】
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　ここで、不整脈の解析を行う際の解析項目としては以下のものなどがある。
Asystole：心静止
VF：心室細動
VT：心室頻拍
Tachycardia：頻脈
Bradycardia：徐脈
AF：心房細動
VPC：心室性期外収縮
Couplet：心室性期外収縮（VPCの２連発）
Irregular RR：RRインターバル（心電図のＲ波の間隔に規則性がない）
Bigeminy：心室性期外収縮（VPCの２段脈で正常な脈と期外収縮を繰り返す）
【００４１】
　上記の解析項目におけるAsystole、VF、VTは、もっとも危険ですぐに処置を必要とする
項目であり、Tachycardia、Bradycardia、AF、VPCは、すぐに処置を要するものではない
が監視を必要とする項目である。
【００４２】
　例えば、第二解析モードＭ２における不整脈判定では、Asystole、VF、VTの三つの解析
項目が用いられ、第三解析モードＭ３における不整脈判定では、上記の項目を全て含む不
整脈の解析を行う際の全解析項目（２３項目）が用いられる。なお、解析項目は、上記の
２３項目に限定されることはなく、その他の解析項目を追加したり修正をしても本発明を
適用できることは明らかである。
【００４３】
　そして、検出装置１０の解析部２２は、所定の項目に基づいて、使用者Ｕの心電図内に
異常波形が含まれていないか否かを解析することで不整脈判定を行う。
【００４４】
　異常波形としては、図７（ａ）に示すように、心室細動Ｗ１（ＶＦ）が発生していると
きに計測される心電図中の波形、図７（ｂ）に示すように、心房細動Ｗ２（ＡＦ）が発生
しているときに計測される心電図中の波形等がある。検出装置１０の解析部２２は、例え
ば、単位時間当たりの心拍数が所定の値を超過、異常波形の外形やピーク間隔のばらつき
等の特徴因子に基づいて予め設計された判別アルゴリズムを利用して、心電図に対して解
析を行う。この解析では、温度センサ３３の検出温度、活動センサ３４を構成する加速度
センサの加速度情報や呼吸センサの呼吸情報などの他のパラメータも考慮して総合的に判
定することが好ましい。このようにすれば、使用者Ｕの歯磨きや歩行による波形の変動と
の違いを明確に区別し、異常波形の有無の判定精度を高めることができる。なお、波形の
異常は、集中管理装置４０においても判定される。
【００４５】
　次に、見守りシステムにおける患者の見守りについて説明する。
【００４６】
（心疾患が軽度の使用者）
　心疾患が軽度の使用者Ｕに装着されて予め解析モードが第一解析モードＭ１に設定され
た検出装置１０は、所定時間（１０分）毎に解析部２２が第一解析モードＭ１での解析を
行い、その解析内容である心拍数及び心拍数の判定結果からなる検出信号を、通信装置３
０を介して集中管理装置４０へ送信する。
【００４７】
　集中管理装置４０の表示部４４には、使用者Ｕの心拍数及び心拍数の判定結果などが表
示される。また、集中管理装置４０は、心拍数の判定結果が、心拍数が閾値の範囲を逸脱
した判定であった場合に、その旨をアラーム音や音声メッセージで医療従事者に知らせる
。
【００４８】
（心疾患が中度の使用者）
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　心疾患が中度の使用者Ｕに装着されて予め解析モードが第二解析モードＭ２に設定され
た検出装置１０は、所定時間（１分）毎に解析部２２が第二解析モードＭ２での解析を行
い、その解析内容である心拍数及び不整脈判定結果からなる検出信号を、通信装置３０を
介して集中管理装置４０へ送信する。
【００４９】
　集中管理装置４０の表示部４４には、使用者Ｕの心拍数及び不整脈判定結果などが表示
される。また、集中管理装置４０は、不整脈判定結果が、心電図内に異常波形が含まれて
いる判定であった場合に、その旨をアラーム音や音声メッセージで医療従事者に知らせる
。
【００５０】
（心疾患が重度の使用者）
　心疾患が重度の使用者Ｕに装着されて予め解析モードが第三解析モードＭ３に設定され
た検出装置１０は、常に解析部２２が第三解析モードＭ３での解析を行い、その解析内容
である心拍数及び不整脈判定結果からなる検出信号を、通信装置３０を介して集中管理装
置４０へ送信する。
【００５１】
　集中管理装置４０の表示部４４には、使用者Ｕの心拍数及び不整脈判定結果などが表示
される。また、集中管理装置４０は、不整脈判定結果が、心電図内に異常波形が含まれて
いる判定であった場合に、その旨をアラーム音や音声メッセージで医療従事者に知らせる
。
【００５２】
　ここで、集中管理装置４０の表示部４４における表示の一例を示す。
　図８に示すように、集中管理装置４０の表示部４４には、使用者Ｕの心疾患に関する複
数の解析結果の一覧的な表示が表示される。例えば、表示部４４には、病室２の使用者Ｕ
毎に、心拍表示Ｈ１、所在表示Ｈ２及び状態表示Ｈ３が表示される。
【００５３】
　心拍表示Ｈ１には、患者である使用者Ｕの氏名及び使用者Ｕの心拍数が数値で表示され
、また、心拍数が閾値の範囲を逸脱した際には、警告色（例えば、黄色や赤色）の枠が表
示される。
【００５４】
　所在表示Ｈ２には、使用者Ｕの現在の所在を表す文字及び使用者Ｕの姿勢や動きが画像
で表示される。例えば、所在表示Ｈ２には、使用者Ｕが所在する場所を表す「階段」、「
売店」、「トイレ」などの文字や病室番号が表示される。また、所在表示Ｈ２には、使用
者Ｕの衣服内の環境温度も表示される。
【００５５】
　状態表示Ｈ３には、使用者Ｕの容態を表す文字、使用者Ｕに対する必要な処置内容及び
使用者Ｕの状況などを表す文字が表示される。状態表示Ｈ３には、使用者Ｕの容態として
「正常」、「介助要」などが表示され、また、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）による対処
が必要な状態のときには、「ＡＥＤ」などの文字が表示され、使用者Ｕがドア等にぶつか
って衝撃を受けたときには、「衝撃」などの文字が表示される。また、状態表示Ｈ３には
、文字を囲む枠が表示され、この枠は、状況等に応じて色が変化する。例えば、正常時に
は、緑色で表示され、緊急時には、その緊急の度合いに応じて黄色や赤色で表示される。
【００５６】
　次に、予め設定された変更条件に基づく検出装置１０の解析モードの再設定について説
明する。
【００５７】
　検出装置１０は、使用者Ｕの容態や環境の変化に基づいて、予め想定される事態を考慮
して解析モードの各種の変更条件が設定されており、これらの変更条件に基づいて、状況
に応じて記憶部２４から解析モードが選択されて引き出されて解析部２２における解析モ
ードが自動的に再設定される。
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【００５８】
　以下、検出装置１０における各種の変更条件に基づく解析モードの再設定について説明
する。
【００５９】
（１）時間に基づく再設定
　検出装置１０は、タイマー部３１が計測した時間を利用して解析モードの再設定を行う
。この時間に基づく再設定としては、例えば、使用者Ｕの疾患の時間帯別の重篤度の変化
（時間特異性）に応じて、自動的に解析モードを再設定する時間特異性再設定がある。こ
の時間特異性再設定では、例えば、症状が悪化する時間帯となると解析モードが重篤度の
高い疾患用の解析モードに切り替えられ、症状が軽減する時間帯となると解析モードが重
篤度の低い疾患用の解析モードに切り替えられる。
【００６０】
　また、時間に基づく再設定としては、医療従事者の勤務体制（シフト）に応じて、自動
的に解析モードを再設定する勤務体制再設定がある。この勤務体制再設定では、例えば、
医療従事者の人数が少ない深夜シフトにおいて解析モードが重篤度の高い疾患用の解析モ
ードに切り替えられ、医療従事者の人数が多い日中シフトにおいて解析モードが重篤度の
低い疾患用の解析モードに切り替えられる。
【００６１】
（２）場所や電波受信状況に基づく再設定
　検出装置１０は、位置情報部３２が取得した位置情報を利用して解析モードの再設定を
行う。この位置情報に基づく再設定としては、使用者Ｕの移動先に応じて、自動的に解析
モードを再設定する移動先再設定がある。この移動先再設定では、例えば、使用者Ｕが、
医療従事者が不在の売店などに移動した際に解析モードが重篤度の高い疾患用の解析モー
ドに切り替えられ、病室２に移動した際に解析モードが重篤度の低い疾患用の解析モード
に切り替えられる。なお、位置情報を取得する手段としては、ＧＰＳ（Global Positioni
ng System）を利用しても良い。
【００６２】
　また、検出装置１０は、位置情報部３２が位置情報の電波を受信できない位置に移動し
てしまった場合に、解析モードを重篤度の高い心疾患用の解析モードに切り替えて、さら
に、周囲の医療従事者に向けて、音、光、メッセージ等でアラームを報知しても良い。
　また、検出装置１０は、周囲の通信装置３０や集中管理装置４０と通信が行えない位置
に移動してしまった場合に、解析モードを重篤度の高い心疾患用の解析モードに切り替え
て、さらに、周囲の医療従事者に向けて、音、光、メッセージ等でアラームを報知しても
良い。
（２－１）通信方法の切替
【００６３】
　また、検出装置１０は、周囲の通信装置３０や集中管理装置４０と通信が行えない位置
に移動してしまった場合、送信部２３に内蔵され使用されている通信方法を変更して、よ
り広域通信できる手段を用いて周囲の通信装置３０や集中管理装置４０との通信を再確立
しても良い。
　また、検出装置１０は、周囲の通信装置３０や集中管理装置４０と通信が行えない位置
に移動してしまった場合において、重篤度の高い解析項目におけるAsystole、VF、VTが危
険状態であることを検知した時には、送信部２３に内蔵され使用されている通信方法を変
更して、より広域通信できる手段を用いて周囲の通信装置３０や集中管理装置４０との通
信を再確立しても良い。
　また、例えば、検出装置１０は、通常であれば短距離型の無線通信方法の一例であるBl
uetooth（2.4GHz）を用いて数10m～数100mの範囲で周囲の通信装置３０と通信しているが
、重篤度の高い解析項目におけるAsystole、VF、VTが危険状態であることを検知した時に
は自動的に、長距離型の無線通信方法（920MHz）に切り替えて数十キロの通信網を構築し
て周囲の通信装置３０や集中管理装置４０との通信状態を維持しやすい状態に切り替えて



(11) JP 2018-82986 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

も良い。また、両方（2.4GHzと920MHz）の周波数帯で通信を確立しようと動作してもよい
。通信が再確立された後、検出装置１０は、危険状態を通信先の機器へ通知することがで
きる。
【００６４】
（３）解析結果に基づく再設定
　検出装置１０は、心拍数や心電図の解析結果を利用して解析モードの再設定を行う。こ
の解析結果に基づく再設定としては、刻々と変化し得る使用者Ｕの容態に応じて、自動的
に解析モードを再設定する容態変化再設定がある。この容態変化再設定では、例えば、心
拍数が閾値を超えたり心電図内に異常波形が検出されたりすることを条件として、解析モ
ードが重篤度の高い心疾患用の解析モードに切り替えられ、長時間にわたって心拍数が安
定して心電図内における異常波形が検出されないことを条件として、解析モードが重篤度
の低い心疾患用の解析モードに切り替えられる。
【００６５】
（４）環境温度に基づく再設定
　検出装置１０は、温度センサ３３が計測した使用者Ｕの衣服内の環境温度を利用して解
析モードの再設定を行う。この解析結果に基づく再設定としては、使用者Ｕの環境温度の
変化に応じて、自動的に解析モードを再設定する温度変化再設定がある。この温度変化再
設定では、例えば、温度変化から使用者Ｕが病室２や病棟１の外部に移動したと判別する
と、解析モードが重篤度の高い心疾患用の解析モードに切り替えられ、温度変化がないこ
とから温度が一定の病室２に使用者Ｕが居ると判別すると、解析モードが重篤度の低い心
疾患用の解析モードに切り替えられる。
【００６６】
（５）人体活動に基づく再設定
　検出装置１０は、活動センサ３４が計測した人体活動の信号を利用して解析モードの再
設定を行う。この解析結果に基づく再設定としては、使用者Ｕの人体活動に応じて、自動
的に解析モードを再設定する人体活動再設定がある。この人体活動再設定では、例えば、
加速度センサや呼吸センサ等からなる活動センサ３４の検出信号と予め記憶部２４に記憶
された判定プログラムとに基づいて、例えば、使用者Ｕが階段、廊下あるいはトイレなど
で転倒したと判定した場合に解析モードが重篤度の高い疾患用の解析モードに切り替えら
れる。
【００６７】
　なお、活動センサ３４としては、加速度センサに限らず、気圧センサや使用者Ｕの呼吸
を検出する呼吸センサ、使用者Ｕの経皮的動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）を計測するＳｐ
Ｏ２センサ等を用い、これらのセンサに基づいて、使用者Ｕの人体活動の変化を検出し、
その変化を解析モードの変更条件としても良い。また、人体活動は、加速度センサや気圧
センサなどの活動センサ３４と、パターン分析による判別プログラムとを用いて判別する
のが好ましい。
【００６８】
（６）手動による再設定
　検出装置１０は、操作部２５を操作することで、手動により解析モードの再設定が可能
である。この手動による再設定は、例えば、医療従事者が使用者Ｕの容態に応じて手動で
操作部２５を操作し、解析モードを選択して切り替える。これにより、検出装置１０によ
る見守り機能が適切に実行される。
【００６９】
　以上、説明したように、本実施形態に係る検出装置１０によれば、解析部２２で動作さ
せる解析モードを、使用者Ｕの心疾患の重症度別に予め設定された複数の解析モードから
選択して設定することが可能である。このため、医療従事者は、使用者Ｕの体表面に検出
装置１０を貼り付ける際に、使用者Ｕの心疾患の重症度に応じて、解析部２２で動作させ
る解析モードを選択することができる。医療従事者は、例えば、比較的に重症度が低い使
用者Ｕに対しては解析項目の少ない解析モードである第一解析モードＭ１を選択したり、
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比較的に重症度が高い患者である使用者Ｕに対しては解析項目の多い第二解析モードＭ２
や第三解析モードＭ３を選択することができる。
【００７０】
　このように、上記構成の検出装置１０によれば、患者である使用者Ｕ毎に適した医療サ
ービスを提供することを支援することができる。
【００７１】
　特に、複数の解析モードは、心電図内に心室細動または心房細動を示す異常波形が含ま
れていないか否かを解析する第二解析モードＭ２及び第三解析モードＭ３を含むので、検
出装置１０が使用者Ｕの体表面に貼り付けられた状態で、心電図内に心室細動または心房
細動を示す異常波形が含まれていないか否かを解析することができる。
【００７２】
　また、使用者Ｕの容態や環境の変化について予め想定される事態を考慮して変更条件を
設定することで、状況に応じて自動的に解析モードが再設定される。このため、使用者Ｕ
への見守りの機能を高め、医療従事者の負荷を軽減することができる。また、中度の第二
解析モードＭ２や重度の第三解析モードＭ３などの消費電力の高い解析モードが不要に動
作し続けることを抑制することができる。
【００７３】
　解析モードの変更条件として、タイマー部３１が計測した時間を利用することで、例え
ば、使用者Ｕの疾患の時間帯別の重篤度の変化（時間特異性）に応じて、自動的に解析モ
ードを再設定することができる。また、医療従事者の勤務体制（シフト）に応じて、自動
的に解析モードを再設定することができる。例えば、医療従事者の人数が少ない深夜シフ
トでは、重篤度の高い疾患用の解析モードに切り替えることで、見守りの機能を高め、医
療従事者の負荷を軽減することができる。
【００７４】
　また、解析モードの変更条件として、位置情報部３２の位置情報を利用することで、使
用者Ｕの移動先に応じて、自動的に解析モードを再設定することができる。使用者Ｕが、
医療従事者が不在の売店などに移動した場合、解析モードを重篤度の高い疾患用の解析モ
ードに切り替えることで、見守りの機能を高め、医療事者の負荷を軽減することができる
。
【００７５】
　さらに、解析モードの変更条件として、計測部２１で計測して解析部２２で解析する心
拍数及び心電図などの生体信号の解析結果を利用することで、刻々と変化し得る患者であ
る使用者Ｕの容態に応じて、自動的に解析モードを再設定することができる。例えば、心
拍数が閾値を超えたり心電図内に異常波形が検出されたりすることを条件として、解析モ
ードを重篤度の高い心疾患用の解析モードに切り替えることで、見守りの機能を高め、医
療従事者の負荷を軽減することができる。
【００７６】
　さらに、解析モードの変更条件として、温度センサ３３で計測する使用者Ｕの衣服内の
環境温度を利用することで、環境温度の変化に基づいて、使用者Ｕが病棟１の外部に移動
したことを判別することができ、その状況に応じて、自動的に解析モードを再設定するこ
とができる。これにより、見守りの機能を高め、医療従事者の負荷を軽減することができ
る。
【００７７】
　また、解析モードの変更条件として、活動センサ３４で計測する使用者Ｕの人体活動を
利用することで、使用者Ｕの人体活動の変化に応じて、自動的に解析モードを再設定する
ことができ、例えば、使用者Ｕが転倒した場合に、解析モードを重篤度の高い疾患用の解
析モードに切り替えることができる。これにより、見守りの機能を高め、医療従事者の負
荷を軽減することができる。
【００７８】
　さらに、複数の解析モードから所望の解析モードを設定可能な操作部２５を設けたこと
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で、医療従事者が手動で検出装置１０の解析モードを選択して設定することができる。
【００７９】
　そして、この本実施形態に係る検出装置１０を備えた見守りシステムによれば、集中管
理装置４０の表示部４４に一覧的に表示される複数の解析結果を確認することで、病棟１
内で、検出装置１０の使用者Ｕである患者毎に適した医療サービスを提供することを支援
することができるとともに、例えば心疾患の患者が複数入院する病棟１内での見守りの機
能を高め、医療従事者の負荷を軽減することができる。
【００８０】
　なお、上記実施形態では、検出装置１０の使用者Ｕの生体信号として心拍数及び心電図
を計測して心疾患を監視したが、検出装置１０で検出する生体信号としては心拍数及び心
電図に限らず、他の生体信号を計測するものでも良い。
【００８１】
　本発明は、上述した実施形態や変形例に限定されず、適宜、変形、改良等が自在である
。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数値、形態、数、
配置場所等は、本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【符号の説明】
【００８２】
１０：検出装置、２１：計測部、２２：解析部、２３：送信部、２４：記憶部、２５：操
作部、３０：通信装置、３１：タイマー部、３２：位置情報部、３３：温度センサ、３４
：活動センサ、４０：集中管理装置、４４：表示部、Ｍ１：第一解析モード（解析モード
）、Ｍ２：第二解析モード（解析モード）、Ｍ３：第三解析モード（解析モード）、Ｕ：
使用者
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